
第３７号議案 

   足立区教育研究所条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年２月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区教育研究所条例の一部を改正する条例 

 足立区教育研究所条例（平成５年足立区条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   足立区教育相談センター条例 

 第１条を次のように改める。 

 （目的） 

第１条 この条例は、足立区教育相談センター（以下「教育相談センタ

ー」という。）を設置することにより、学校及び家庭における幼児、

児童、生徒等の教育についての相談を実施し、もって足立区における

学校教育及び家庭教育の充実及び振興に寄与することを目的とする。 

 第２条中「教育研究所」を「教育相談センター」に改める。 

 第３条各号列記以外の部分中「教育研究所」を「教育相談センター」

に改め、同条中第１号を削り、第２号を第１号とし、同号の次に次の１

号を加える。 

 （２） 教育相談に係る専門的事項の調査研究に関すること。 

 第３条第３号を次のように改める。 

 （３） 学校及び家庭における教育の支援に関すること。 

 第３条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 

 第４条及び第５条中「教育研究所」を「教育相談センター」に改める。 

 第６条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に改

める。 



 第１０条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に

改め、同条第１号中「までの一」を「までのいずれか」に改める。 

 第１３条を削り、第１４条を第１３条とする。 

 別表中会議室Ａの項、会議室Ｂの項、会議室Ｃの項、会議室Ｄの項及

び会議室Ｅの項を削り、同表会議室Ｆの項中「会議室Ｆ」を「会議室」

に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の足立区教育研究所条例の規定により既にな

された施設の使用の承認その他の使用に関する手続で、この条例の施

行日以後の施設の使用に係るものについては、この条例による改正後

の足立区教育相談センター条例の規定によりなされた施設の使用の承

認その他の使用に関する手続とみなす。 

 

 （提案理由） 

 教育研究所を教育相談センターとして設置するため、規定を整備する

必要があるので、この条例案を提出いたします。 


